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《校内生活および下校後や休みの日のくらし方について》 
 

 本校校区は，大型ショッピングセンターをはじめ，多種多様な店が建ち並ぶ熊本県でも有数

の集客力を誇る地域となっています。そのため，事件の発生件数が多く，事故の増加も予想さ

れる現状があります。本校ではそのような状況を受け止め，子どもたちの命を守り，健全な育

成を願って，各学年・各学級で下記のことについて指導しています。 

 しかし，下校後や休み中は，家庭での生活になります。子どもたちとよく話し合い，安全に

過ごせるように，ご家庭でのご指導をよろしくお願いします。 

 

１．生活面 

① 外出するときは，家の人に，だれとどこに何をしに行くか，帰りは何時かを伝えてから 

出かけます。 

② 知らない人のさそいにはついて行かず，町のミュージックチャイムが鳴るまでには必ず

家に帰ります。（４月～９月は午後６時，１０月～３月は午後５時） 

③ 子どもだけで出かけられる範囲は原則として校区内です。校区外へ出かける時は，保護 

者同伴が原則です。ただし，町の図書館へは，高学年の児童は保護者の許可を得て自転車

で行くことができます。低・中学年の児童は，保護者の送迎が必要です。 

④ おこづかいは，計画的に使い，どんな店であっても子どもだけでは行きません。ただし， 

家の人に頼まれた買い物は，保護者の責任において許可されます。 

⑤ お金や物の貸し借り，やりとりはしません。 

⑥ 休みの日など，高価な品物（ゲーム機やスマートフォン等）を持ち歩く場合は，保護者

に許可をもらって持ち歩きます。※Ｒ６児童会決定事項 

⑦ コンビニエンスストアやスーパーマーケット，ショッピングモール，ゲームセンター，

カラオケ，映画館，スケート場，プール，飲食店，温泉等は大人といっしょに出かけます。 

⑧ よその人の家や駐車場・庭・畑などに，勝手に入りません。 

⑨ 友だちの家に，子どもだけで泊まりません。※学校警察連絡協議会禁止事項 

⑩ よその家を訪問するときは，その家の人の許可を得て，礼儀正しい態度を忘れないよう

にしましょう。また，おうちの人がいない家には入りません。 

 ⑪ 学校の行事等で早めに下校した時は，４月～９月は午後３時，１０月～３月は午後２時

までは宿題などをして家で過ごします。※Ｒ５児童会決定事項 

 

２．安全面 

① 交通ルールを守りましょう。登校は，歩道の端を一列に並んで歩きましょう。歩道を自 

転車が通る場所では，特に気をつけましょう。 

② 自転車に乗れる範囲のめやすは次の通りです。親子で話し合い，保護者の許可を得て乗 

りましょう。１・２年生：家のまわり ３・４年生：自分の地区内 ５・６年生：校区内 

③ 自転車は，乗る前にきちんと点検をし，約束を守って乗ります。 

④ 危険な場所に行ったり，遊んだりしません。（川・池・線路など） 

⑤ 危険なもので遊びません。（マッチ，ライター，花火類，エアガン，刃物類など）  

⑥ スケートボード・ローラースケート・キックスケーターなどは， 

ヘルメットをかぶり，家の人といっしょにします。また，安全な 

ところで遊ぶようにし，道路・歩道では，遊びません。 



 

 

自転車に乗るときの約束 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．校内生活 

① 登校時刻は，８時前後です。早くても７時４０分以降に着くようにしましょう。 

② 廊下は，右側を静かに歩きましょう。 

③ 天気のよい日は，帽子をかぶり，外でたくさん遊びましょう。ただし，駐車場や給食室 

のまわりでは遊びません。ボールを使った遊びは運動場で 

します。運動場がぬれているときは使いません。 

④ 体育館は，決められた日の昼休みに，担任の先生と一緒に 

遊びます。倉庫，ＰＴＡ室，ステージ，２階には入りません。 

⑤ 一度帰宅して再び教室に入るときは，職員室または事務室 

で許可を受けます。 

⑥ 学習に必要なもの以外は，持ってきません。 

⑦ 携帯電話は，学校には持って来ません。 

⑧ 校内では，必ず名札をつけましょう。下校時は，学校に置いて帰ります。（１年生以外） 

⑨ 学校生活に適した服装をしましょう。 

⑩ 帰りの会が終わったら学校に残らず，すぐに家に帰ります。※Ｒ５児童会決定事項 

 

４．その他 

① 知らない人に，自分や友だちの電話番号や住所を教えません。 

② 危険な場面にあったら，大声で助けを求めたり，子ども１１０番の家やガソリンスタン

ドやお店に逃げ込んだり，防犯ブザーを鳴らしたりするなどの行動をとりましょう。 

③ 事故にあったり，事故を見たりしたときは，すぐに家庭や警察，学校に連絡しましょう。 

④ 携帯電話やパソコン等の SNS は，家の人との約束を必ず守って利用しましょう。 

また，学校のタブレットは，きまりを守って正しく使いましょう。 

１．体の大きさに合ったものに乗ります。（足が両方着きますか。） 

２．ブレーキレバーには指がとどき，とっさの時にレバーが引けて，きちんとブレーキ

が効くようにしておきます。 

３．ふらつかず，スピードを出さず，交差点では必ず止まります。 

４．ヘルメットを必ずかぶります。（あごひもも必ずしましょう。） 

５．道路の左側を通ります。ただし，歩道では，車道側を通り，歩行者に気をつけて，

いつでも止まれるように乗りましょう。 

６．交通量の多い菊陽バイパスや旧５７号線の車道で，自転車に乗りません。（歩道が

ない所や踏切付近は、特に危険です。） 

７．バイパスや旧５７号線を横断するときは，信号機のある横断歩道を自転車をおして

わたります。 

８．自転車で踏み切りを横断するときは，安全を確認してから，自転車をおしてわたり

ます。 

９．学校内では，自転車をおして通ります。また，自転車をとめるときは，決まった場

所（南門前とピロティ）にきれいに並べてとめます。 

 ☆自転車に乗ることで，加害者になる場合も起きています。未成年者の保険等への加

入は熊本県の条例で義務になっています。 


